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会員事業場の皆様におかれましては、日常の安全衛生活動の推進に日々ご尽力いただいていることと存じま

す。 
さて、労働安全衛生法第６０条により、事業者は、職場における労働災害防止の要となる「職長又は労働者を

直接指導、監督する者」で、新たに当該職務を行うこととなった者に対して、職長等安全衛生教育を実施するよ
う義務付けられています（一部の業種は除く）。また、請負業務の多い建設業、造船業において、請負人の職長
は同法第１６条に基づく「安全衛生責任者」として専任されることが多く、厚生労働省は職長等安全衛生教育
と併せ、安全衛生責任者教育（２時間相当）を実施するよう義務付けられています。 
つきましては、標記の安全衛生教育の講習会を下記のとおり開催いたしますので、この機会に、是非受講され

ますようご案内申しあげます。 
なお、本講習会につきましては、新型コロナウイルス感染症等の対策のために、会場での『３密』を避け、換

気の実施等の措置を講じて開催いたしますので、受講の際は、ご理解とご協力をお願いいたします。 
 

記 
 
１ 講習日時  一日目 令和８年１月２２日（木） ８時５０分～１６時１０分 
           （※一日目、職長・安全衛生責任者教育の受講者は１８時３０分まで受講のこと） 
        二日目     １月２３日（金） ９時００分～１６時３０分 
 
         ★開講時刻の１０分前までに会場にお越しください。 
         ★講習当日、発熱、咳などで体調が思わしくない場合は、速やかに当協会事務局にご連絡をいた

だき、無理せずに受講の見合わせをお願いいたします。 
 
２ 講習会場  堺労働基準協会 研修室（旧大和産業ビル２階） 

★所在地 堺市堺区安井町３－４－１１  電話（０７２）２３３－５３９６ 
 南海高野線「堺東」駅から南へ徒歩１２分 

 
３ 講習内容  １）職長教育（労働安全衛生法第６０条に基づく科目） 

①作業方法の決定及び労働者の配置に関すること。 
②労働者の指導・監督の方法に関すること。 
③労働災害防止のために必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの。 

        ２）安全衛生責任者教育 
          ①安全衛生責任者の職務等。 
          ②統括安全衛生管理の進め方。 
 
４ 受 講 料  １名様（税込、受講料とテキスト代） 
          製造業 職長等安全衛生教育 

会員事業場  １０,８９０円 〔10％対象 内消費税   ９９０円〕 
非会員事業場 １３,０９０円 〔10％対象 内消費税１,１９０円〕 

          建設業 職長・安全衛生責任者教育 
会員事業場  １０,８９０円 〔10％対象 内消費税   ９９０円〕 
非会員事業場 １３,０９０円 〔10％対象 内消費税１,１９０円〕 

 
       ★欠席されても受講料は返戻できませんので、他の適任者と交替して受講されるようにしてくださ

い（交替される場合は、すぐに当協会へご連絡願います。ただし、申込み締切日以後の交替や取
消はできません。） 

 
５ 定  員  ３０名 
 
６ 申込〆切  令和８年１月１４日（水） ★定員になり次第締め切ります。 
 
７ 申込方法  「受講申込書」に必要事項をご記入のうえ、西工業会へメール（info@nis.or.jp） 

またはFAX（06－6582－2645）で送付してください。 
８ 受講料納入  受講料の納入は、大阪西労働基準協会事務局に持参頂くか、銀行振り込みでも結構です（関西み

らい銀行 堀江支店、普通口座 ８５０４、口座名 大阪西労働基準協会）。 
 
９ そ の 他  全科目受講された方には「修了証」を交付します。 


